
＜裏面も御覧ください。＞ 

 

 

１ 必須書類 

①  戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 （様式１） 

②  戦没者等の遺族の現況等についての申立書 （様式２） 

（戦没者の甥姪の方が前回に続き請求する場合、省略できることがあります。） 

③  令和７年４月１日（基準日）現在の請求者の戸籍抄本または戸籍謄本 

２ 条件により必要な書類 

委任状（様式５） 

（請求手続きを委任するとき、同順位者間の調整を委任するとき） 

３ その他の書類 

以下の条件に該当する場合は、追加で書類提出が必要ですので、区市町村窓

口にて御相談ください。 

〇 請求者が配偶者のとき 

〇 請求者に成年後見人等がついているとき 

〇 請求者が基準日以後に死亡し相続人が請求するとき 

〇 請求者が外国居住のとき 

〇 請求者の住民票の登録地以外の区市町村での請求を希望するとき 

※ 特別弔慰金は、最先順位の御遺族１名に対して支給されます。 

※ 前回受給時の裁定通知書や国庫債券がお手元にありましたら、窓口に御持

参ください。 
 

【権利を有する遺族が複数人いる場合の取扱い】        該当する ・ 該当しない 

請求者と同順位の遺族がいる場合、請求者が全ての同順位者を代表して請求したものと

みなされますので、同順位者との調整は請求者が責任を持って行ってください。 

なお、同順位者から重複して請求書が提出された場合、あなたの氏名と連絡先をお知ら

せします。 

第十二回特別弔慰金請求書類 

（前回受給者が請求する場合） 
A 



 

４ 書類作成の留意点 

必 須 書 類 

【１－①】戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書（様式１） 

〇 請求書の裏面「記載上の注意」をよく読んで御記入ください。 

〇 読みやすい字で丁寧に御記入ください。（フリクションペンなどの消せるボールペンは不 

可） 

〇 「国債償還金の希望支払場所」は、日本銀行の国債代理店（ゆうちょ銀行の本店、支店、 

出張所、郵便局）に限られます。 

〇 もとの身分・戦没時の本籍等については、わかる範囲で御記入ください。 

【１－②】戦没者等の遺族の現況等についての申立書（様式２） 

〇 申立書の裏面「記載上の注意」をよく読んで御記入ください。 

〇 前回請求者は、前回の現況申立書の写しを利用できます。利用する場合には、変更箇所 

を二重線で消す又は追記した上で、余白に今回の日付と署名を記載してください。 

【１－③】令和７年４月１日（基準日）現在の請求者の戸籍抄本または戸籍謄本 

〇 基準日時点の本籍地で、基準日以後に発行された戸籍が必要です。 

【１－④】請求者の本人確認書類 

〇 詳細は、別紙「本人確認に関するお願い」を御覧ください。 

 

条件により必要な書類 

【２－①】委任状（様式５） 

〇 請求者本人が区市町村窓口に出向くことが難しく、請求手続きを委任する場合及び諸般 

の事情により、他の同順位者に自分の連絡先の教示を望まない場合に必要です。 

〇 裁定後に裁定通知書や国債の受領を委任する場合は、別の委任状が追加で必要です。 

 

 ※ 裁定都道府県（戦没者等の本籍地等）における審査の結果、却下裁定となる場合や、追

加書類の提出を求められる場合があります。その場合は、都道府県から直接請求者又

は代理人に連絡があります。 


